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令和３年度 善意銀行払出し助成事業 
 

市内において、地域での住民相互の助け合い活動やさまざまな福祉活動にすでに取り組んでいる団体、

これから取り組もうとする団体（グループ含む）等に事業費の一部を助成します。 

この助成は、みなさまから市社会福祉協議会に寄せられた寄付金や遺志金を「善意銀行」預託金とし

て一旦積み立てたものを、住民福祉に役立てていただくため「善意銀行払出し助成事業」として還元す

るものです。ぜひ、寄付してくださった方々の思いを有効な事業につなげてください。多数の応募お待

ちしています。 

 

 
■払出し対象団体   

  市内において、社会福祉の推進を目的とする事

業を日常的に行う活動団体で、⑤⑥の要件を満た

していること。   

①ボランティア団体                  

②障がい当事者団体  

③ＮＰＯ法人等福祉保健活動団体            

④市内で福祉事業を行う団体 

⑤自主的な活動として会員会費制度を導入して

いる団体 

⑥１年以上の活動実績があり、構成する会員が

最低 5 人以上有する団体 

 

■払出し対象事業 

社会福祉の増進に貢献、かつ多くの市民の利用

に供し共感を得るもので、善意銀行の目的趣旨に

沿って実施されると認められる事業。 

①市民を対象に、市内で行う非営利な事業  

②申請団体の主体的な計画のもとに実施される 

事業 

③宗教、営利のいずれにも該当しない事業    

④福祉的啓発の高い内容の事業 

⑤他の助成金の活用が困難な事業 

■対象活動期間  

令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

 

■応募期間 

令和３年２月１日～２月２６日まで 

 

■払い出し内容   

１団体への限度額は、 

対象経費の額と１０万円を比較していずれか

少ないほうの額とします。 

＊払出し総額：上限 100 万円（予定） 

 

■審査・選考の流れ 

審査・選考については、善意銀行運営委員会の

意見を聞いて、社会福祉協議会会長が決定しま

す。選考結果は、申請者に通知します。 

 

■申し込み方法 

令和３年度橋本市社会福祉協議会『善意銀行払

出し助成申請書』に必要事項を記入の上、市社会

福祉協議会に提出してください。 

申請書は市社会福祉協議会で配布いたします。 

【受付】９:００～１７:００（土日祝は除く） 

 

申請 

受付中 

（２月２６日まで） 

申請書類の提出 

（３月上旬頃） 

運営委員会で 

申請者から説明 

（３月中旬頃） 

運営委員会で 

審査・選考 

（３月下旬頃） 

選考結果の通知 

（４月上旬～） 

申請内容に 

基づいた活動 

活動までの流れ 

地域福祉活動へ助成金 
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（敬称略） 

木全満知子/深野喜代子/辻 眞理 

橋本市役所/紀見北地区民生委員児童委員協議会 

紀見小学校/老人福祉施設事業組合 国城寮 

恋野区 5 班サロンひばり山/公益社団法人和歌山県

労働基準協会 

善意のお気持ち 

市社会福祉協議会では、市民のみなさまからの「地域の

ために使ってほしい」という思いのこもった金銭や物品

等をお預かりして、地域福祉のために大切に使っていま

す。みなさまのあたたかい善意をお待ちしています。 

【一般寄付】                    

・伊都消防組合職員一同      １０，０００円 

・匿名              １０，０００円 

・大東瑞穂 様（高野口町九重）   ５，０００円 

・大東美子 様（高野口町九重）   ５，０００円 

 

【寄贈品】                    

・匿名                 もち米 

・匿名                 おむつ 

 
使用済み切手・書き損じはがき等をいただきました 

 

●私の想いノート「エンディングノート」 
「いざという時」に、あなたの大切な人へあな

たの「想い」（思い）を伝えます。「もしもの時」

に役立つよう、自分の大切な情報を記録しておき

ましょう。内容は、私のプロフィール（預貯金・

保険・年金等）、病気（告知・延命治療）、介護が

必要になった時、葬儀、お墓等です。 

 

＊ノートは 

B５版５２ページ 

＊お一人様１冊 

●救急医療情報キット「あんしんカプセル」 
あんしんカプセルは、自宅で急に体調が悪くなる

など、救急搬送時に必要な「持病」「医療情報」「緊

急時連絡先」などの情報を記したカードをカプセル

に入れ冷蔵庫に保管、救急隊員から医師に必要な情

報を伝え、迅速な治療に役立てます。 

 

＊カプセルはペットボトル 

（５００ml）程度の大きさ 

＊お一人様につき１セット 

（カプセル、情報カード等） 

もしもの時のお助けアイテム 無料 
配布 

令和３年度社協講座について 

令和２年度、実施する予定だった社協講座及びクラブ活動につき

ましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み、受講生の皆

さまの健康面と安全性を最優先に考慮し、すべて中止とさせていた

だきました。社協講座及びクラブ活動を楽しみにお待ち頂いていた

皆さま方には、大変、ご迷惑をおかけしました。 

令和３年度の社協講座及びクラブ活動につきましては、令和２年

度で受講決定した方々を対象に開催を予定しておりますので、あら

ためて受講生の募集はいたしません。 

 何卒、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。 
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この広報は、みなさまにご協力いただいた社協会費・赤い羽根共同募金により発行しています。 

 

社会福祉法人 橋本市社会福祉協議会 橋本市社協 
社協ホームページ 

  

◎心配ごと相談 
２月１日（月）・５日（金）・１５日（月） 

13:00～16:00 

日常生活の悩みごとや心配ごと。 

 
◎暮らしの安全・防災のご相談 
 ２月４日（木）13:00～16:00 

 テーマ：地震発生時、命を守る備え 

 
◎まちの法律家なんでも相談 
２月１８日（木）13:00～16:00 

相続・遺言・成年後見制度など 

 ※要予約（先着 4 名まで） 

 

◎生活福祉資金貸付相談 
 （月）～（金）9:00～17:00 

 失業による生活再建、入学・就学費など 

 
◎介護相談 
 （月）～（金）9:00～17:00 

 介護に関すること 

 
※相談場所はいずれも橋本市保健福祉センター。 
（心配ごと相談は金曜日のみ高野口地区公民館） 
※相談に関する問い合せ先は、市社会福祉協議会   
 電話：３３-０２９４まで。 
 
コロナウイルスの感染拡大防止のため、相談事業
を中止する場合がありますのでご了承ください。 

社協の相談事業 

相談予定カレンダー 

日常生活を支える車椅子や福祉車両の貸し出しを行っています 

  車椅子 

市内在住の方で、一時的に車椅子を必

要とする方。利用期間は原則２週間程

度もしくは１か月以内です。 

費用は無料です。 

 

    福祉車両 

市内在住の障がい者、高齢者、歩行が

困難で車椅子を利用されている方。 

原則３日以内が利用期間です。費用は

無料です（使用燃料のみ自己負担）。 

申請は、希望する日の 3 か月前から

1 週間前までに提出が必要です。 

 

※いずれも利用前にお電話で空き状況

等をご確認ください。 

電話：３３-０２９４ 

Vol.13 地震発生時、命を守るた
めには、どう備えれば良いか？ 

 

○何をどのように考え、備えるか 

地震発生時に、自分の命を守るためにどう行動

するのか！ 

＊頭を守る。 

頭は、生命に関わるので転倒物や落下物か

ら、どのようにして、守ればよいのか？ 

＊足を守る。 

 足は逃げるのに必要不可欠なところであり、

家具などに挟まれないようにどうすればいい

のか。また、飛散しているガラスの破片を踏

みつけ、ケガなどをしないようにはどうすれ

ばいいのか。 

家庭・職場・出先などでどのように対処すれば、

自分の命が守れるか、守るための備えを考えまし

ょう！ 

※防災士資格をお持ちの方、橋本防災士の会に参加しま

せんか。会では現在、２名の女性会員がおられます。女性

の方、歓迎します。 


